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議
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大

島

理
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衆
議
院
議
員
今
井
雅
人
君
提
出
憲
法
改
正
を
争
点
と
す
る
衆
議
院
の
解
散
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。 

 
 



 

 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
今
井
雅
人
君
提
出
憲
法
改
正
を
争
点
と
す
る
衆
議
院
の
解
散
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
と
お
り
、
憲
法
第
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
憲
法
改
正
を
発
議
し
て
国
民
に
提
案
す
る
権
能
は
国
会

の
み
に
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
各
「
答
弁
」
に
お
い
て
示
さ
れ
た
政
府
の
見
解
に
変
更
は
な
い
。 

三
及
び
四
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
お
よ
そ
内
閣
の
権
限
に
属
さ
な
い
事
項
を
争
点
と
し
て
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な

く
、
ま
た
、
お
尋
ね
は
仮
定
の
質
問
で
あ
る
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 


